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主
任
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護
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援
専
門
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松
成　

智
美

（
介
護
保
険
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢
と
な

り
、
た
と
え
医
療
や
介
護
が
必
要
な
状
態
と
な
っ

て
も
、
住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地
域
で
希
望
と
生
き

が
い
に
満
ち
、
幸
せ
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を

進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
住
ま
い
に
根
づ
い
た

暮
ら
し
を
医
療
・
介
護
・
生
活
支
援
等
の
様
々
な

サ
ー
ビ
ス
や
地
域
の
つ
な
が
り
で
支
え
る
し
く
み

を
つ
く
る
も
の
で
す
。

　

昨
年
10
月
22
日
、
大
島
大
橋
へ
の
貨
物
船
衝
突

事
故
に
よ
る
水
道
管
破
損
で
起
き
た
断
水
は
、
町

民
の
皆
さ
ま
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
長
期
化
す
る
中
で
、
目
に
し
た
の
は
「
井

戸
水
あ
り
ま
す
」「
ご
自
由
に
持
っ
て
帰
っ
て
下

さ
い
」
な
ど
の
立
札
や
細
や
か
に
水
を
届
け
て
く

れ
る
ご
近
所
・
友
人
や
民
生
委
員
さ
ん
な
ど
の
姿

で
し
た
。「
で
き
る
人
が　

で
き
る
こ
と
を　

で

き
る
と
き
に
や
る
」「
困
っ
た
時
は
お
互
い
さ
ま
」

の
精
神
で
自
主
的
に
行
動
さ
れ
る
方
の
何
と
多

か
っ
た
こ
と
か
。
こ
れ
ぞ
、ま
さ
に
地
域
力
で
す
。

　

今
回
、
改
め
て
周
防
大
島
町
の
「
地
域
力
」
の

大
き
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
町
内
で
こ
れ
ま
で
大
切

に
し
て
き
た
、
ご
近
所
同
士
の
「
お
互
い
さ
ま
」

の
気
持
ち
で
支
え
合
う
地
域
力
を
こ
れ
か
ら
も
大

切
に
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
は
、
こ
の
「
地
域
力

＝
互
助
」
の
ほ
か
に
、
自
助
・
共
助
・
公
助
と
い

う
支
え
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
し
く
み
が
う
ま
く
機

能
し
、
問
題
を
解
決
し
て
い
く
事
が
大
切
で
す
。

こ
の
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の

お
手
伝
い
を
私
た
ち
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

困
り
ご
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　
■
問
い
合
わ
せ　

　

介
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周
防
大
島
町
の
地
域
力

情報伝達試験 内　容

防災行政無線
の試験放送

防災行政無線（屋外スピーカーおよびすべて
の戸別受信機）から、情報伝達試験のため、
最大音量で放送されますのでご注意ください。

防災行政無線を用いた
全国一斉情報伝達試験を行います
２月２０日㈬　午前１１時ごろ

　周防大島町では、地震・津波や武力攻撃などの発生時
に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。
　この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート ※）
を用いた試験で、周防大島町以外の地域でも様々な手段
を用いて情報伝達試験が行われます。
　周防大島町が当日実施する試験放送は次のとおりです。

注）気象・地震活動の状況等によっては、試験放送を中止す
ることがあります。
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、
国から市区町村へ、人工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。

◆問い合わせ
　総務課 消防防災班　☎ 0820（74）1000

【
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
一
言
メ
モ
】

・
自
助
　
自
ら
介
護
予
防
活
動
に
取
り
組
ん
だ

　
　
　
　
り
、
健
康
管
理
を
し
た
り
、
自
分
で

　
　
　
　
解
決
し
て
い
く

・
互
助
　
友
人
、
地
域
の
住
民
同
士
が
助
け
合

　
　
　
　
い
、
お
互
い
が
解
決
し
て
い
く

・
共
助
　
社
会
保
険
、
介
護
保
険
な
ど
制
度
化

　
　
　
　
さ
れ
た
相
互
扶
助

・
公
助
　
生
活
保
護
や
虐
待
対
策
な
ど
行
政
等

　
　
　
　
の
支
援

特　設　人　権　相　談　所
日時　３月５日㈫　午前９時 30 分～正午
場所　東和総合センター（ふるさと研修室）
相談内容　差別、いじめ、嫌がらせ等、人権
　　　　　に関する問題
相談員 人権擁護委員
問い合わせ　福祉課　☎０８２０（７７）５５０５
※悪天候により警報等が発令された場合は中止になることがあります。

児　童　巡　回　相　談
日時　２月 25 日㈪　午前 10 時 30 分～午後４時 30 分
場所　たちばなケアプラザ
相談内容　18 歳未満の児童に係る育成相談、障害相談、
　　　　　養護相談、非行相談、その他児童養育上困っ
　　　　　ていること
相談員  岩国児童相談所　児童福祉司・児童心理司
定員　３名　※要予約・先着順
申し込み・問い合わせ　福祉課　☎０８２０（７７）５５０５


